
 
 
 
 
 
 
   
 

本 別 町 農 業 委 員 会 

第 ８ 回 総 会 議 事 録 

 

自   令和３年１月２８日 
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 《     公     示     用     》 

 

 

本 別 町 農 業 委 員 会 



第８回本別町農業委員会総会議事録 

 開 催 日 時    令和 ２ 年 １ 月 ２８ 日 （木曜日） 

 開 催 場 所    本別町役場 ３階会議室 

 

開 会 及 び 

 

閉 会 日 時 

開 会   令和 ３ 年 １ 月 ２８ 日   午後３時５０分 

閉 会 令和 ３ 年 １ 月 ２８ 日   午後４時３７分 

出 席 委 員 

（１４名） 

議 席 委  員  名 出 欠 議 席 委  員  名 出 欠

１番 川 初 光 章 ○  ９番 大 和 田  和  盛  ○

２番 牧 田 安 史 ○  １０番 斎 等 ○  

３番 高 橋 秀 和 ○  １１番 井 出 英 彦 ○  

４番 岡 本 昌 久 ○  １２番 福 田 博 明 ○  

５番 牛 渡 広 和 ○  １３番 山 下 博 志 ○  

６番 齊 藤 一 成 ○  １４番 荒  哲 弘 ○  

７番 河 野 一 紀 ○  １５番 中 野 康 夫 ○  

８番 石 山  ひ ろ の り ○      

職 務 の た め 出 席 

し た 者 の 職 名 

 事務局長 倉 崎 景 一 

 主  査 原   英 樹   主 事 補 𠮷 田 蒼 汰 

議 長  会長職務代理者 河 野 一 紀 

議 事 録 署 名 委 員 
１番  川 初 光 章 委員 

５番  牛 渡 広 和 委員 



第８回本別町農業委員会総会 

 

 

議事日程 

開会宣言 

日程１         議事録署名委員の指名 １番 川初光章委員 ５番 牛渡広和委員 

日程２  報告第１号  農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について 

日程３  議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程４  議案第２号  現況証明願について 

日程５  議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程６  議案第４号  農地法第４条の規定による許可申請について 

日程７  議案第５号  農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

日程８  議案第６号  農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協議 

            要請について  

         閉会宣言 
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第８回 本別町農業委員会総会 

（議 事 録） 

開会宣言 

河野議長 

 

 

 

 

 

 

 

日程１ 

河野議長 

 

 

日程２ 

河野議長 

 

 

 

 

 

河野議長 

原主査 

 

（午後３時５０分）  

皆さんお揃いですので定刻前ですが始めたいと思います。 

本日の農業委員会総会の開催にあたり、委員の皆さんにおかれましては何か

とお忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

大和田委員から本日の総会を都合により欠席するとの届け出がありましたので

報告します。 

それでは、ただ今から、第８回本別町農業委員会総会を開催いたします。 

本日の出席委員は 1４名です。 

よって定数に達しておりますので、本総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名  

議事録署名委員を指名いたします。 

議事録署名委員は、会議規則第１４条により、１番川初光章委員、５番牛渡広

和委員を指名しますのでよろしくお願いいたします。 

報告第１号  農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について 

報告第１号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について」

を議題とします。 

はじめに１番について報告します。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により●●●の退席を求めます。 

（●●●退席） 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

報告第１号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について。

農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用調整委員会による調整を行った
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河野議長 

川初委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

原主査 

ので下記のとおり報告する。令和３年１月２８日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、出し手の住所・氏名、●●● ●●●氏、●●● ●●●氏、Ａ団

地、土地の所在、●●●２７２番３、地目、登記、山林、現況、畑、面積１２，４６４

㎡、外１筆、計１２，８９９㎡、評価価格、２，５３７，０００円、Ｂ団地、土地の所在、

●●●２７５番２、地目、登記・現況ともに畑、面積、３２，１０４㎡、外３筆、計４９，２

９６．５７㎡、評価価格、１０，８６５，０００円。なお、土地評価表、特記事項につきま

しては記載のとおりです。 

次に調整委員長から調整結果について報告願います。 

報告第１号１番について報告いたします。現地調査、調整委員会ともに令和２

年１１月１０日に実施し、当日の調整委員は私、川初と山下委員、荒委員、地区

の河野委員にアドバイスをお願いして行いました。 

●●●、●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、 

Ａ団地は当該地区標準モデル価格２３７，０００円、土地評価点８３点、１０ａ当り１９

６，７００円で●●●氏と、Ｂ団地は当該地区標準モデル価格２３７，０００円、土地

評価点９３点、１０ａ当り２２０，４００円で●●●氏と調整を行ったところ、Ａ団地は

受け手の合意が得られず不成立となりましたので、町長に農業公社への買入要

請をします。Ｂ団地は出し手、受け手双方の合意により調整が成立しました。 

ただ今、事務局並びに調整委員から説明がありましたが、この報告に対する質

疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第１号１番はこれで報告済みとします。 

ここで●●●の復席を許可します。 

 （●●●着席） 

次に２番について報告します。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

番号２番、出し手の住所・氏名、●●● ●●●氏、Ａ１団地、土地の所在、●
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河野議長 

牛渡委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

日程３ 

河野議長 

 

 

 

●●５６８番１内、地目、登記・現況ともに畑、面積９，９７４㎡、評価価格、１，７８

３，０００円、Ａ２団地、土地の所在、●●●５６８番１内、地目、登記・現況ともに

畑、面積、２，０８１㎡、外２筆、計１２，３１１㎡、評価価格、２，０９３，０００円。Ａ３団

地、土地の所在、●●●５６８番１内、地目、登記・現況ともに畑、面積、２７，２６９

㎡、外２筆、計３９，０９６㎡、評価価格、７，３３１，０００円。なお、土地評価表、特

記事項につきましては記載のとおりです。 

次に調整委員長から調整結果について報告願います。 

報告第１号２番について報告いたします。現地調査、調整委員会ともに令和２

年１１月１６日に実施し、当日の調整委員は私、牛渡と齊藤委員、石山委員、地

区の荒委員にアドバイスをお願いして行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ１団地は

当該地区標準モデル価格２１８，０００円、土地評価点８２点、１０ａ当り１７８，８００

円で、Ａ２団地は当該地区標準モデル価格２１８，０００円、土地評価点７８点、１０

ａ当り１７０，０００円で、Ａ３団地は当該地区標準モデル価格２１８，０００円、土地

評価点８６点、１０ａ当り１８７，５００円で●●●氏と調整を行ったところ、受け手の

合意が得られず、不成立となりましたので、町長に農業公社への買入要請をしま

す。 

ただ今、事務局並びに調整委員から説明がありましたが、この報告に対する質

疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第１号２番はこれで報告済みとします。 

議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」を議題としま

す。 

はじめに１番について提案します。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の
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河野議長 

𠮷田主事補 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

河野議長 

 

𠮷田主事補 

 

規定により●●●の退席を求めます。 

（●●●退席） 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について。次のとおり、農

地の賃貸借について関係者から解約の通知があったので承認の可否について

議決を求める。令和３年１月２８日、本別町農業委員会会長。 

議案にかかっているものについて解約の通知日から土地の引渡日まで、すべ

て６ヵ月以内であることから、解約の要件を満たしていると思われます。 

番号１番、所在・地番、●●●２８番５内、地目、登記・現況ともに畑、面積８，６

８４㎡、外１２筆、計７９，７３９．５３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和２年１２月

１４日です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。  

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案１号１番は提案のとおり承認するこ

とに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号１番は提案のとおり承認されました。 

ここで●●●の復席を許可します。 

 （●●●着席） 

次に２番から８番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号２番、所在・地番、●●●６６７番５、地目、登記、牧場、現況、畑、面積２

７，１２７㎡、外７筆、計１９４，８５３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏
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●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和２年１２

月２１日です。 

番号３番、所在・地番、●●●５５２番２内、地目、登記、原野、現況、畑、面積

１７，０４５㎡、外７筆、計５９，８６３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和２年１２

月２１日です。 

番号４番、所在・地番、●●●５７０番４内、地目、登記・現況ともに畑、面積３，

５８１㎡、外２１筆、計１８８，９４６㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和２年１２

月２１日です。 

番号５番、所在・地番、●●●４３５番１９内、地目、登記・現況ともに畑、面積

４，５６８㎡、外３筆、計２５，１７１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和２年１２

月２１日です。 

番号６番、所在・地番、●●●５５０番１、地目、登記・現況ともに畑、面積２１，

５７０㎡、外１筆、計４６，３６３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●

●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和２年１２月２

１日です。 

番号７番、所在・地番、●●●５７４番１、地目、登記・現況ともに畑、面積１１，

５４３㎡、外３６筆、計３０９，８５９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和２年１２

月４日です。 

番号８番、所在・地番、●●●５７４番１、地目、登記・現況ともに畑、面積１１，

５４３㎡、外３６筆、計３０９，８５９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和２年１２

月４日です。以上です。 
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河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

日程４ 

河野議長 

 

 

𠮷田主事補 

 

 

 

 

河野議長 

山下委員長 

 

 

 

河野議長 

 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。  

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案１号２番から８番は提案のとおり承

認することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号２番から８番は提案のとおり承認されました。 

議案第２号 現況証明願について 

 議案第２号「現況証明願について」を議題とします。 

 はじめに１番について提案します。 

 事務局より提案の内容の説明を求めます。 

 議案第２号、現況証明願について。次のとおり現況証明願いがあったので審議

の上、証明書を発給するものとする。令和３年１月２８日、本別町農業委員会会

長。 

番号１番、所在・地番、●●●２７５番７、地目、登記、畑、現況、山林、面積、

３，３３９㎡、外１筆、計、１５，３５２㎡、判定地目、山林、利用状況、山林、所有

者、●●●氏 ●●●。以上です。 

次に調査委員長から調査結果の報告を願います。 

議案第２号１番について報告します。 

令和３年１月１５日に私、山下と川初委員、荒委員の３名で調査しました。 

本申請地は登記簿上は畑になっていますが、現況は山林であると見られること

から、現況証明の発行は止むを得ないものと確認しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から報告がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 
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河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

𠮷田主事補 

 

 

河野議長 

山下委員長 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

𠮷田主事補 

質問がないようですのでお諮りします。議案第２号１番は提案のとおり証明書を

発給することに意義ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第２号１番は提案のとおり証明書を発給

することに決定されました。 

次に２番について提案します。 

 事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号２番、所在・地番、●●●５６８番１５、地目、登記、畑、現況、宅地、面積、

３，６７６．１３㎡、判定地目、宅地、利用状況、宅地、所有者、●●●氏 ●●

●。以上です。 

次に調査委員長から調査結果の報告を願います。 

議案第２号２番について報告します。 

調査日、調査委員は番号１番と同じです。 

本申請地は登記簿上は畑になっていますが、現況は宅地であると見られること

から、現況証明の発行は止むを得ないものと確認しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から報告がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第２号２番は提案のとおり証明書を

発給することに意義ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第２号２番は提案のとおり証明書を発給

することに決定されました。 

次に３番について提案します。 

 事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号３番、所在・地番、●●●８６番１０、地目、登記、畑、現況、宅地、面積、１
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河野議長 

山下委員長 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

日程５ 

河野議長 

 

 

 

 

河野議長 

𠮷田主事補 

 

 

 

４，６２８㎡、外１筆、計２５，９６８㎡、判定地目、宅地、利用状況、宅地、所有者、

●●●氏 ●●●。以上です。 

次に調査委員長から調査結果の報告を願います。 

議案第２号３番について報告します。 

調査日、調査委員は番号１番と同じです。 

本申請地は登記簿上は畑になっていますが、現況は宅地であると見られること

から、現況証明の発行は止むを得ないものと確認しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から報告がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第２号３番は提案のとおり証明書を

発給することに意義ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第２号３番は提案のとおり証明書を発給

することに決定されました。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

はじめに、1 番について提案いたします。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により●●●の退席を求めます。 

（●●●退席） 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条の

規定による許可申請について、下記の通り提出があったので許可の可否につい

て議決を求める。令和３年１月２８日、本別町農業委員会会長。 

農地法第３条第２項各号に要する判断については、別添の農地法第３条調査
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河野議長 

山下委員長 

 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

河野議長 

 

𠮷田主事補 

 

書のとおりすべての要件を満たしていると思われますので説明を省略させていた

だきます。 

番号１番、賃貸借、所在・地番、●●●２８番５内、地目、登記・現況ともに畑、

面積８，６８４㎡、外１２筆、計７９，７３９．５３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主

●●●氏 ●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなって

います。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１番について報告いたします。調査日、調査委員は議案第２号１番

と同じです。    

本申請は、農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記載内

容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により

効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号 1 番は提案のとおり許可することに決定されました。 

ここで●●●の復席を許可します。 

 （●●●着席） 

次に２番から６番について提案いたします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号２番、賃貸借、所在・地番、●●●６８０番２、地目、登記、牧場、現況、

畑、面積４９，５８６㎡、外３筆、計１２２，５４４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、
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河野議長 

山下委員長 

 

 

 

 

河野議長 

 

●●●氏 ●●●、申請理由は、借主の経営移譲のためと経営移譲のためとな

っています。 

番号３番、賃貸借、所在・地番、●●●５５２番２内、地目、登記、原野、現況、

畑、面積１１，０８１㎡、外７筆、計５９，８６３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、申請理由は、借主の経営移譲のためと経営移譲のためとな

っています。 

番号４番、賃貸借、所在・地番、●●●５７０番４内、地目、登記・現況ともに

畑、面積３，５８１㎡、外２１筆、計１８８，９４６㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、申請理由は、借主の経営移譲のためと経営移譲のためとな

っています。 

番号５番、賃貸借、所在・地番、●●●４３５番１９内、地目、登記・現況ともに

畑、面積４，５６８㎡、外９筆、計１０２，１２５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、申請理由は、借主の経営移譲のためと経営移譲のためとな

っています。 

番号６番、賃貸借、所在・地番、●●●５５０番１、地目、登記・現況ともに畑、

面積２１，５７０㎡、外２筆、計６９，４２５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、申請理由は、借主の経営移譲のためと経営移譲のためとなって

います。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号２番から６番について報告いたします。調査日、調査委員について

は、番号１番と同じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記載内

容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により

効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 
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河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

 

 

 

河野議長 

𠮷田主事補 

 

 

 

河野議長 

山下委員長 

 

 

 

 

 

 

河野議長 

 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号２番から６番は提案のとおり

許可することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号２番から６番は提案のとおり許可することに決定されま

した。 

次に７番ついて提案いたします。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により●●●の退席を求めます。 

（●●●退席） 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号７番、賃貸借、所在・地番、●●●２０８番１内、地目、登記、原野、現況、

畑、面積３２，７０５㎡、外８筆、計１５５，０４５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、申請理由は、高齢のためと経営規模拡大のためとなってい

ます。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号７番について報告いたします。調査日、調査委員については、番号

１番と同じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記載内

容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により

効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

なお、２０８番４内は現況地目が宅地でしたが、現地調査の結果、畑となってい

ることを確認しましたので報告します。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 
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河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

河野議長 

 

𠮷田主事補 

 

 

 

河野議長 

山下委員長 

 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号７番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号７番は提案のとおり許可することに決定されました。 

ここで●●●の復席を許可します。 

（●●●着席） 

次に８番ついて提案いたします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号８番、賃貸借、所在・地番、●●●１６１番１内、地目、登記・現況ともに

畑、面積１１，０９３㎡、外１１筆、計９２，１８６㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、申請理由は、非農家になるためと経営規模拡大のためとな

っています。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号８番について報告いたします。調査日、調査委員については、番号

１番と同じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記載内

容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により

効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号８番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 
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河野議長 

 

 

 

 

 

河野議長 

𠮷田主事補 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

河野議長 

 

𠮷田主事補 

 

 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号８番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に９番ついて提案いたします。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により●●●の退席を求めます。 

（●●●退席） 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号９番、使用貸借、所在・地番、●●●１９番１、地目、登記・現況ともに畑、

面積６，６６３㎡、外３８筆、計２７７，４８２㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●

●●氏 ●●●、申請理由は、経営移譲ためと経営移譲ためとなっています。以

上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号９番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号９番は提案のとおり許可することに決定されました。 

ここで●●●の復席を許可します。 

 （●●●着席） 

次に１０番ついて提案いたします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１０番、使用貸借、所在・地番、●●●７６５番２内、地目、登記、山林、現

況、畑、面積８６８㎡、外１５筆、計２２３，６２０㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、申請理由は、借主の経営移譲のためと経営移譲のため
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河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

日程６ 

河野議長 

 

𠮷田主事補 

 

 

 

 

 

齊藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

となっています。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１０番は提案のとおり許可す

ることに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１０番は提案のとおり許可することに決定されました。 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題とします。 

 事務局より提案の内容の説明を求めます。 

 議案第４号、農地法第４条の規定による許可申請があったので、許可の可否に

ついて議決を求める。令和３年１月２８日、本別町農業委員会会長。 

 番号１番、所在・地番、●●●２０５番地３内、地目、登記・現況ともに畑、面積、

２，０００㎡、地種、農用地区域内農地、申請者、●●●氏 ●●●、転用期間、

永久転用、転用目的、飼料置場、許可基準、北海道農業会議の意見はともに該

当ありません。以上です。 

 次に調査委員長から調査結果の報告を願います。 

 議案第４号１番について報告します。令和２年１２月１６日に私、齊藤と牛渡委

員、石山委員で調査しました。 

 本申請は、農地法４条転用の許可なく農地に飼料置場を新設したため、農地

法第５１条第１項第１号に該当する違反転用事案でありますが、指導の結果、始

末書とともに転用申請書が提出されました。 

 ついては、農地法による転用についての認識不足であり、故意ではなかったこ

と、始末書により反省し、再発のおそれはないこと、また現地確認の結果、農場内
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河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

日程７ 

河野議長 

 

 

 

原主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

に適当な場所がなく、この転用は止むを得ないものであり、通常どおりの手順で

申請があれば許可相当と見られることから、追認案件として受理することが適当

だと判断したので報告します。 

 なお、農振用途変更を申請中です。 

 ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対す

る質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第４号１番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号１番は提案のとおり許可することに決定されました。 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画ついて 

議案第５号 「農業経営基盤強化促進法に基づく計画ついて」を議題としま

す。 

はじめに１番と２番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法に基づく計画について。次のとおり、農

業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画につい

て議決を求める。 令和３年１月２８日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、所有権移転、所在・地番、●●●４４番１、地目、登記・現況ともに

畑、面積、１５，１１１㎡、外２筆、計２５，７５１．５７㎡、譲渡人、●●●氏 ●●

●、譲受人、●●●氏 ●●●、利用権の種類、所有権、法律関係、売買、移転

時期、令和３年１月２９日、支払期限、令和３年３月１２日、引渡時期、対価の支払

日、金額、７，９３０，０００円。 

番号２番、所有権移転、所在・地番、●●●７６番１、地目、登記・現況ともに
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河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

 

 

河野議長 

原主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野議長 

畑、面積、５５，０１０㎡、外２筆、計９３，０６８㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲

受人、●●●氏 ●●●、利用権の種類、法律関係、移転時期、支払期限、引

渡時期は番号１番と同じです、金額、１９，０７１，０００円。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号１番と２番は提案のとおり決

定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第５号 1 番と２番は提案のとおり決定されました。 

次に３番と４番について提案します。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により●●●の退席を求めます。 

（●●●退席） 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号３番、所有権移転、所在・地番、●●●２７５番２、地目、登記・現況ともに

畑、面積、３２，１０４㎡、外２筆、計３７，６４９．５７㎡、譲渡人、●●●氏 ●●

●、譲受人、●●●氏 ●●●、利用権の種類、法律関係、移転時期、引渡時

期は番号１番と同じです、支払期限、令和３年５月３１日、金額、８，２９８，０００

円。 

番号４番、所有権移転、所在・地番、●●●２７５番３、地目、登記・現況ともに

畑、面積、１１，６４７㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受人、●●●氏 ●●

●、利用権の種類、法律関係、移転時期、支払期限、引渡時期は番号３番と同じ

です、金額、２，５６７，０００円。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。
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河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

河野議長 

 

原主査 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

 

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号３番と４番は提案のとおり決

定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第５号３番と４番は提案のとおり決定されました。 

ここで●●●の復席を許可します。 

 （●●●着席） 

次に５番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号５番、所有権移転、所在・地番、●●●２２８番４、地目、登記・現況ともに

畑、面積、１４，９０５㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受人、●●●氏、 ●●

●、利用権の種類、法律関係、移転時期、引渡時期は番号３番と同じです、支払

期限、令和３年２月２６日、金額、４，７７６，０００円。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号５番は提案のとおり決定する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第５号５番は提案のとおり決定されました。 

次に６番について提案します。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により●●●の退席を求めます。 
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河野議長 

原主査 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

 

河野議長 

 

原主査 

 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

（●●●退席） 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号６番、所有権移転、所在・地番、●●●２２８番１３、地目、登記・現況とも

に畑、面積、８２０㎡、外７筆、計４４，４３５㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受

人、●●●氏 ●●●、利用権の種類、法律関係、移転時期、支払期限、引渡

時期は番号３番と同じです、金額、１３，９１７，０００円。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号６番は提案のとおり決定する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第５号６番は提案のとおり決定されました。 

ここで●●●の復席を許可します。 

 （●●●着席） 

次に７番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号７番、所有権移転、所在・地番、●●●１５６番１、地目、登記・現況ともに

畑、面積、１０，８２８㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受人、●●●氏、 ●●

●、利用権の種類、法律関係、移転時期、支払期限、引渡時期は番号３番と同じ

です、金額、３，９０３，０００円。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号７番は提案のとおり決定する
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河野議長 

 

日程８ 

 

河野議長 

 

 

 

原主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第５号７番は提案のとおり決定されました。 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定に基づく農用

地買入協議要請について 

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定に基づく農用地

買入協議要請について」を議題とします。 

１番から３番を一括して提案します。  

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第６号、農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定に基づく農用地

買入協議要請について。農業経営基盤強化促進法第１５条第１項に基づき申し

出のあった下記農用地について、公益財団法人北海道農業公社による買入が

必要と認められるので、本別町に対し要請をすることについて審議されたい。 令

和３年１月２８日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、所有権の移転申出者住所・氏名、●●● ●●●氏、所有権の移

転申出年月日、令和２年８月４日、申出に係る農用地、土地の所在、本別町●●

●２２９番２、地目、登記・現況ともに畑、面積５３７㎡、外５筆、計４７，１６０．８８

㎡。 

番号２番、所有権の移転申出者住所・氏名、●●● ●●●氏、所有権の移

転申出年月日、令和２年９月１４日、申出に係る農用地、土地の所在、本別町●

●●５６８番１、地目、登記・現況ともに畑、面積４５，６１４㎡、外２筆、計６８，９４２

㎡。 

番号３番、所有権の移転申出者住所・氏名、●●● ●●●氏、所有権の移

転申出年月日、令和２年１０月５日、申出に係る農用地、土地の所在、本別町

●●●７２番３、地目、登記、山林、現況、畑、面積１２，４６４㎡、外１筆、計１２，８
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以上、会議のてん末を録し議事録とする 

以上のとおり相違ないことを認め署名する。 

 

令和 ３ 年 １ 月 ２８ 日 

  

 

議   長   河 野 一 紀    ㊞ 

 

 

署名委員   川 初 光 章    ㊞ 

 

 

署名委員   牛 渡 広 和    ㊞ 

                       
 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

河野議長 

 

 

９９㎡。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第６号１番から３番は提案のとおり

要請することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号１番から３番は提案のとおり要請することに決定されま

した。 

以上で、本日の総会に提案された案件は全て終了しました。これで会議を閉じ

ます。大変ご苦労さまでした。 

午後４時３７分終了する。 
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